
第７８回 国有財産九州地方審議会

諮 問 事 項 説 明 資 料

＜諮問事項＞
福岡市博多区麦野及び板付、中央区舞鶴並びに
南区野多目に所在する留保財産の処理について
⑴ 利用方針の策定について
⑵ 本財産を福岡市が公募によって選定する社会福祉法人に対して
特別養護老人ホーム等敷地として定期借地権により貸付けを行う
ことについて



⑴ 利用方針の策定について
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留保財産とは、有用性が高く希少な国有地について、将来世代
における行政需要や地域ニーズに対応していく観点から、所有権
を国に留保し、定期借地権による貸付を行うことで財政収入を確
保しつつ、有効活用・最適利用を図ることとした財産。

１．留保財産について

◎ 留保財産の選定基準

１．地域・規模に関する要件
地域 規模

都道府県 市町村 土地面積

熊本県 熊本市 2,000㎡以上

福岡県 福岡市、北九州市 2,000㎡以上

※ 留保財産の対象地域は、上記市町村の行政区域のうち、統計法（平成19年法律第53号）第5条第2項の規
定に係る最新の国勢調査に基づく人口集中地区（ＤＩＤ）とする。

２．留保財産の適否の判断基準

・上記１の要件に該当する又は該当しない財産であって、個別的要因（立地状況等）も踏まえ、留保財産とすべきもの。
・上記１の要件に該当する財産であって、個別的要因（接道状況等）から、留保財産から除外すべきもの。
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２．福岡市内に所在する留保財産（概要）

No. 所在地 口座名等 面積（㎡）
審議会
答申日

①
福岡市博多区麦野２丁
目７番６

旧福岡維持出張所 3,118.26
令和元年
11月８日

②
福岡市博多区板付６丁
目１番82

旧九州管区警察学校宿舎 2,022.15
令和元年
11月８日

③
福岡市中央区舞鶴３丁
目142番２

旧福岡法務合同庁舎 1,706.39
令和元年
11月８日

④
福岡市南区野多目３丁
目626番２

旧合同宿舎野多目住宅 2,167.34
令和元年
11月８日

⑤
福岡市城南区茶山３丁
目34番１外１筆

旧合同宿舎茶山住宅 28,326.74
令和元年
11月８日

⑥
福岡市中央区赤坂１丁
目54番

旧県警赤坂宿舎 4,055.38
令和２年
11月24日

⑦
福岡市博多区東公園
107番12のうち

福岡市民体育館の一部 約6,420
令和３年
５月17日
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福岡合同庁舎

③中央区舞鶴

ＪＲ博多駅

④南区野多目

②博多区板付

①博多区麦野

⑤城南区茶山

⑥中央区赤坂

西鉄福岡駅

福岡市 ⑦博多区東公園

３．留保財産の位置図（福岡市内）

国土地理院地図
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物件の概要
所 在 地：福岡県福岡市博多区麦野２丁目７番６
面 積：3,118.26㎡
用途地域：準工業地域
建蔽率・容積率：60%・200%

写真：国土地理院

対象財産

①博多区麦野（旧福岡維持出張所）
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物件の概要
所 在 地：福岡県福岡市博多区板付６丁目１番８２
面 積：2,022.15㎡
用途地域：第一種住居地域、第二種住居地域
建蔽率・容積率：60%・200%

写真：国土地理院

九州管区警察学校宿舎

対象財産

九州管区警察学校

②博多区板付（旧九州管区警察学校宿舎）
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物件の概要
所 在 地：福岡県福岡市中央区舞鶴３丁目１４２番２
面 積：1,706.39㎡
用途地域：商業地域
建蔽率・容積率：80%・400%

写真：国土地理院

対象財産

福岡第１法務
総合庁舎

地下鉄赤坂駅

③中央区舞鶴（旧福岡法務合同庁舎）
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物件の概要
所 在 地：福岡県福岡市南区野多目３丁目６２６番２
面 積：2,167.34㎡
用途地域：第二種住居地域
建蔽率・容積率：60%・200%

写真：国土地理院

対象財産
九州医療センター宿舎

スーパー
コンビニエンスストア

④南区野多目（旧合同宿舎野多目住宅）
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『留保財産』の決定

暫定留保財産について国有財産地方審議会へ諮問した後、留保財産として決定

利用方針案の作成

地方公共団体との議論や民間のニーズ調査を踏まえ、利用方針案を作成

利用方針の決定

利用方針案を国有財産地方審議会へ諮問し、正式に利用方針として決定

【利用方針①】
公共随契対象施設

【利用方針②】
民間収益施設

【利用方針③】
複合施設

地域の意見なし

【定借期間】
１０年～３０年
または
５０年以上

【定借期間】
１０年～３０年

【定借期間】
１０年～３０年
または
５０年以上

【定借期間】
１０年～３０年
または
５０年以上

随意契約 二段階一般競争入札
随意契約または

二段階一般競争入札

４．留保財産の処理に関する事務フロー
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５．地方公共団体との議論・民間ニーズ調査
（１）全体像

関係者 令和２年度 令和３年度

福岡県

福岡市

社会福
祉法人

民間事
業者

令和３年４月～令和４年３月

留保財産の利活用に係る意見を確認

当局から市を通じて

７月～10月

前提条件の
整理

10月～12月

介護施設開設の
意向調査

令和２年12月～
令和３年４月

民間ニーズ調査
の実施
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民間ニーズ調査（サウンディング型市場調査）を実施し、令和３年４月に結果を公表。
民間事業者（参加８者）からの主な意見は以下のとおり。

財産 主な意見（上段：地域の特性、下段：想定される用途）

①博多区麦野
県道に面し、自動車ディーラー店舗が集中している地域

小売店舗、飲食店舗、事業所

②博多区板付
国道202号線に面し、飲食・小売店舗の出店要望が強い地域

小売店舗、事業所、居住系介護施設

③中央区舞鶴

居住人口が多く高齢者も多いが、人口の割に小売店舗や居住系介護施設が少な
い地域

小売店舗、事業所、居住系介護施設、クリニック、保育施設、これらの複合施設

④南区野多目

幹線道路に面していないため、近隣住民を対象とした小売店舗や居住系介護施設
の需要が見込まれる地域

小売店舗、居住系介護施設、クリニック

〇 人口増加傾向が続く一方、高齢化の進展も予想されることから、小売店・飲食店の出
店及び介護施設の需要は今後も継続していくものと考えられる。

〇 老人ホーム等の広い土地を要する用途では、市内中心部に近づくほど土地がない。

（２） 民間ニーズ調査の実施

【福岡市内の不動産市場の動向について】

【各留保財産に係る主な意見】
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（３） 地方公共団体との議論

【福岡市】

➢ 直接事務・事業の用に供する施設での利活用要望はない。
➢ 一方で、介護をめぐる現状として、市において高齢者数
の増加等を踏まえ、特別養護老人ホーム等の施設整備目標
を掲げているが、近年の応募状況は低調である。

【福岡県】

➢ 直接事務・事業の用に供する施設での利活用要望や利活
用に関する意見はない。

〇 民間ニーズ調査の結果を踏まえつつ、各留保財産の利用方針案の検討に当たり
利活用に係る意見を集約することを目的に議論を実施。

〇 関係地方公共団体である福岡県、福岡市との間で協議の場を設け、利活用の要
望の有無や導入すべき施設等について、議論を行った。

主な意見

① 利活用に係る意見の把握
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（３） 地方公共団体との議論

➢ 福岡市との議論の際に出た主な意見や、民間のニーズ
調査における意見を踏まえ、当局において、市内で介護事業
を営む社会福祉法人への意向調査を実施。

社会福祉法人への意向調査 （令和３年10月～12月）

【実施方法】
福岡市の協力を得て、社会福祉法人に対して、開設意向の有無に係るアンケ
ート調査を実施。調査の結果、意向を示した社会福祉法人にヒアリングを実施。

【結果】

今回諮問している４財産それぞれに、特別養護老人ホーム等の介護
施設開設の意向を示す社会福祉法人が存在。

② 介護施設開設に係る意向調査

③ 福岡市における利活用に係る意見

➢ 意向調査の結果も踏まえ、４財産に介護施設の導入を要
望する旨の意見を当局に提出。
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総人口
65歳以上
人口

高齢化率うち後期
（75歳以上）

R１年
（9月末時点）

155.1万人 33.6万人 16.1万人 21.6％

R７年 159.5万人 37.3万人 21.0万人 23.4％

R22年 162.1万人 48.1万人 26.8万人 29.7％

【福岡市公表資料を基に作成】

1.3倍

1.7倍

（１） 福岡市における高齢化の現状及び見通し

６．利用方針に関する検討

14



第７期
（H30～R2年度）

第８期
（R3～5年度）

整備目標量 ２７８人分 ２４０人分

実績 ２７１人分 １２０人分

（２） 福岡市における特別養護老人ホームの整備量

※R4.3.31時点

○福岡市介護保険事業計画における整備目標量

○Ｒ４年度「特別養護老人ホーム開設事業者募集要項」における募集定員

２２０人分程度

６．利用方針に関する検討

広域型（定員：30人～100人、整備：R5～6年度） 100人分程度
地域密着型（定員：～29人、整備：R5年度） 120人分程度

【福岡市公表資料を基に作成】

内訳
（概要）
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○「介護離職ゼロ」の実現

○用地確保が困難な都市部等において
介護施設整備を促進

（全国８都府県）東京都、神奈川県、埼玉県、
千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県

国有地の積極的な活用
定期借地貸付料の減額

（適用期限）令和７年度末まで

７．介護施設整備に係る国有地活用について
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福岡市における
介護を巡る現状と課題

〇 今後も高齢化率が上昇見込み
〇 都心部に行くほどまとまった土
地がない
〇 近年、特別養護老人ホームの
公募に対する応募、採択状況が
低調

８．利用方針案の検討結果

介護施設整備に係る
国有地活用

○ 「介護離職ゼロ」の実現
○ 用地確保が困難な都市部等に
おいて介護施設整備を促進

活用策：初期投資の負担軽減
（貸付始期から10年間、貸付料の５
割を限度として減額）

利用方針案：公共随契対象施設（介護施設）
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『留保財産』の決定

暫定留保財産について国有財産地方審議会へ諮問した後、留保財産として決定

利用方針案の作成

地方公共団体との議論や民間のニーズ調査を踏まえ、利用方針案を作成

利用方針の決定

利用方針案を国有財産地方審議会へ諮問し、正式に利用方針として決定

【利用方針①】
公共随契対象施設

【利用方針②】
民間収益施設

【利用方針③】
複合施設

地域の意見なし

【定借期間】
１０年～３０年
または
５０年以上

【定借期間】
１０年～３０年

【定借期間】
１０年～３０年
または
５０年以上

【定借期間】
１０年～３０年
または
５０年以上

随意契約 二段階一般競争入札
随意契約または

二段階一般競争入札

【参考】留保財産の処理手続き
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⑵ 本財産を福岡市が公募によって選定する
社会福祉法人に対して特別養護老人ホーム
等敷地として定期借地権により貸付けを行う
ことについて
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９．処理方針

対象財産

①博多区麦野（旧福岡維持出張所）
②博多区板付（旧九州管区警察学校宿舎）
③中央区舞鶴（旧福岡法務合同庁舎）
④南区野多目（旧合同宿舎野多目住宅）

利用用途
公共随契対象施設
介護施設（特別養護老人ホーム等）

契約相手方 福岡市が公募によって選定する社会福祉法人

契約方法 随意契約

処理方法 時価貸付（貸付始期から１０年間は５割を限度として減額）

定期借地期間 ５０年以上（一般定期借地権）
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R4 R5 R5

R6
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月

12
月 月

2
月
3
月
4
月

福岡市

福岡
財務支局

社会福祉
法人

応募手続き

採
択

審査

～

１０．今後の処理スケジュール

契約手続き

応募書類提出

貸付要望書
提出

契
約

開設

特別養護老人ホーム
開設事業者募集期間

事業者選定（福岡市） 契約手続き

貸

付
相
手
方
決
定

1
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第７８回 国有財産九州地方審議会

報 告 事 項 説 明 資 料



使用調整とは
※ 既存庁舎等の効率的な使用を推進していく観点から、庁舎の空きスペース等について
省庁横断的な入居調整等を行うこと

売却可能財産の創出

借受費用の縮減

使用調整 ：国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第４条に基づく・・・調整対象面積2,000㎡以上
財務大臣が財政制度等審議会国有財産分科会に付議したうえで「使用調整計画」を策定する

１０条調整：国有財産法第１０条に基づく・・・調整対象面積2,000㎡未満
財務局長が入居調整等必要な措置を求める・・・調整後国有財産地方審議会へ報告する
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【九州財務局】

庁　　舎　　名 所　　在　　地
調整対象
面　　　積
（㎡）

調　整
面　積
（㎡）

調　　整　　の　　方　　法 調整通知時期

1 志布志港湾合同庁舎
鹿児島県志布志市志布志町志布
志字若浜3259-2

169 60
【余剰解消・老朽解消】
○志布志森林事務所（60㎡）を調整

令和3年11月

2
鹿児島国道事務所
　鹿児島維持出張所

鹿児島県鹿児島市下伊敷1-44-
31

447 32
【余剰解消・借受解消】
○鹿児島労働局書庫（32㎡）を調整

令和4年1月

3 種子島合同庁舎
鹿児島県西之表市西之表字白水
原16275-5外

272 272
【余剰解消・新規需要対応】
○西之表港湾事務所（仮称）（272㎡）を調整

令和4年1月

庁舎の使用調整等の実績

【国有財産法第10条第1項に基づく庁舎の使用調整実績】

（以下余白）
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【福岡財務支局】

庁舎の使用調整等の実績

【国有財産法第10条第1項に基づく庁舎の使用調整実績】

庁 舎 名 所 在 地
調整対象
面 積
（㎡）

調 整
面 積
（㎡）

調 整 の 方 法 調整通知時期

1
福岡合同庁舎
（本館）

福岡県福岡市博多区博多駅東2-
11-1

158 158
【余剰解消・新規需要対応】
○九州道路メンテナンスセンター（158㎡）を調整

令和4年1月
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